
 

 

 

 

 

 

 

 

  行 事 教室・同好会 

１ 火  大正琴、英会話 

２ 水  氣功・太極拳 

３ 木  コーラス ジャズダンス 

4 金 ふれあい大学企画会 パソコン 

５ 土   

6 日   

7 月 彦小あいさつ運動 気功・太極拳、ヨーガ 

8 火  
ワックスがけ（部屋の使用
はできません） 

 

９ 水  
パッチワーク、箏 
氣功・太極拳 

10 木 若返り教室 ジャズダンス 

１１ 金 建国記念の日 フラ 

１２ 土   

１３ 日   

１４ 月 避難訓練 
気功・太極拳、俳句 
ヨーガ 

１５ 火  弓中あいさつ運動（中止） 大正琴、英会話 

１６ 水  氣功・太極拳 

１７ 木 見守り活動 コーラス ジャズダンス 

１８ 金  パソコン 

１９ 土   

２０ 日   

２１ 月 社福理事会 気功・太極拳、ヨーガ 

２２ 火  
保健師の出張健康相談 

自治連役員会 
英会話 

２３ 水 天皇誕生日 
パッチワーク、箏 
氣功・太極拳 

２４ 木  池坊、ジャズダンス 

２５ 金 若返り教室 パソコン、フラ 

２６ 土   

２７ 日    

２８ 月 自治連定例会 気功・太極拳、ヨーガ 

米子市彦名町 2850-2  電話 0859(29)0536   FAX 0859(29)0582 

E メール hikona@chukai.ne.jp 

 

２月行事予定 

 

 

２０２２ 

２月 

 

彦名公民館 

令和 3年度後期若返り教室のご案内 

どなたでも自由に参加できます。申込不要・参加費無料！ 

第４回 ２月 1０日（木）10:30～11:30 

「自力整体講座２」 学習講座共催 

    指導者 福留 陽子 氏 

第５回 ２月 2５日（金）10:30～11:30 

    「シナプソロジー」 

    ～笑って元気に脳を活性化～ 

指導者 弓浜地域包括支援センター 

※動きやすい服装で、上履き、タオル、飲み物をお持ち下さい。 

※新型コロナ警報の状況により、変更や中止になる場合があります。 

第 2 回 1 月 11日（火）・第 3回 1月２１日（金）は新型コロナ警報 

が発令されたため、中止になりました。 

 

 

 

※予定は変更になる場合があります。事前にご確認下さい。 

香典返し・玉串料返しお礼（1 月 12 日～1 月 24 日） 

（2 区）  湯浅 一麿 様 （朝 子 様）  金 一 封 

（9 区―１）岩場 茂  様 （昭 三 様）   金 一 封 

（３区）  山本 庄作 様 （英 樹 様）   金 一 封 

（9 区―１）松本 宏之 様 （淳 三 様）   五 万 円 

地区社会福祉事業のために有意義に活用させていただきます。 

〈彦名地区社会福祉協議会〉 

米子税務署から確定申告のお知らせ 

コロナ感染リスク軽減のためスマホから確定申告を！ 

◆新型コロナウイルス感染症の感染リスクを軽減するため、ご自宅からス

マホで申告できる「℮－Ｔǎⅹ」をご利用ください。 

◆スマホカメラによる給与の源泉徴収票の自動入力など、スマホによる申

告がさらに便利になりました。 

♪℮－Ｔǎⅹ・作成コーナーヘルプデスク 0570-01-5901 

 

申告会場への入場には「入場整理券」が必要です 

◆ＬＩＮＥを通じたオンライン事前発行をご利用ください。 

◆会場で当日配布しますが、数に限りがあり後日の来場をお願いすること

があります。 

 

申告会場：米子コンベンションセンター（ビッグシップ）２階国際会議室 

     （米子市末広町 294） 

開設期間：令和 4 年 2月 16 日（水）～令和４年 3 月 15 日（火）まで 

（※土日祝を除く） 

受付時間：午前９時～午後４時まで 

 

〈全国一律市内通話料金〉 

 

新型コロナウイルス感染症予防対策について 

 鳥取県において、新型コロナウイルスの感染が拡大しています。 

また、デルタ株疑いも含め、オミクロン株の複数の感染例が確認されて

おり、警戒が必要です。 

以下に該当する方は、公民館の利用をお控えください。 

■発熱、咳・痰、強い息苦しさ、強いだるさ、味や臭いの異常といった

症状がある方 

■山陰両県以外にお住まいの方 

■14 日以内に、山陰両県以外に滞在された方 

■14 日以内に「山陰両県以外に滞在された方」と濃厚接触のあった方 

■14 日以内に新型コロナウイルス感染者と接触のあった方 

 

公民館を利用される場合は、感染予防対策の徹底を！ 

・マスクはすき間ができないよう正しく着用する。 

・こまめな手洗いや手指消毒を行う。 

・「三つの密（密閉、密集、密接）」を回避する。 

・人と人との感染予防距離（概ね 2メートル）を確保する。 

・感染予防と感染拡大予防のため、厚生労働省の「新型コロナ 

ウイルス接触確認アプリ（COCOA）」を活用する。 

 

公民館同好会活動の利用制限について 

・特別警報の場合は利用する部屋の定員の 50％以下、飲食を伴う 

利用は禁止。尚、活動実施は同好会の判断とします。 

 

保健師の出張‼なんでも健康相談開催 

1 月 19日（水）栄養士ミニ講座「野菜をおいしく食べよう！」が

開催されました。米子市健康対策課の栄養士さんから簡単でおいし

く野菜を食べるコツを教えて頂きました。 

あわせて、彦名地区食生活改善推進員の「シニアカフェ」も開催さ

れ、脳トレクイズ等で楽しい時間を過ごしました。 

 



 

公民館役員 

（自治会推薦） 

総務部（1名）じげおこし芸能大会企画・運営その他公民館行事への協力 

教養部（1名）公民館祭企画・運営その他公民館行事への協力 

社会部（1名）彦名ふれあい大学受付・参加その他公民館行事への協力 

女性部（1名）各公民館行事への協力 

体育部（2名 男・女各1名）町民大運動会、地区体育行事の企画運営その他、公民館行事

への協力 

在宅福祉員 

自治会が推薦し米子市社会福祉協議会長が委嘱 

任期2年（令和4年４月～令和６年3月）全自治会に配置する 50世帯に1名 

日常的な見守り活動 

対象者は原則80歳以上の一人暮らしの高齢者、80歳以上の高齢者世帯 

その他見守りの必要があると地区社協が認めた世帯 

地区社会福祉協議会行事（敬老福祉大会、いきいきサロン他）への協力 

保健推進員 

自治会が推薦し米子市長が委嘱（健康対策課） 

任期2年（令和4年４月～令和６年3月）概ね50世帯に１名 

地域の健康づくりの推進・啓発  生活習慣病予防料理講習会 公民館祭への協力 

食生活改善推進員 

年度ごとに2自治会から2名推薦し米子市長が委嘱（健康対策課） 

令和4年度は6区・7区自治会より各1名 

推進員養成講座に参加（年６回）受講終了後は地区推進員として活動に協力 

健康づくり及び栄養・食生活の改善を推進 料理教室の開催 公民館祭への協力 

リサイクル推進員 

自治会が推薦し米子市長が委嘱（クリーン推進課） 

任期２年（令和３年4月～令和５年３月）（途中交代は前任者の残任期間とする） 

定数は各自治会の世帯数による 

家庭ごみの正しい出し方の指導・啓発  ごみの減量化と再資源化の推進 

清掃活動や市が行う行事等への参加 

民生児童委員 

主任児童委員 

地区推薦委員会より推薦 厚生労働大臣が委嘱（長寿社会課） 

各地区定数有り 彦名地区10名（民生児童委員8名、主任児童委員2名） 

任期３年（令和元年12月～令和4年11月） 

民生児童委員 担当地区内の住民の実態及び問題点の把握等 

       福祉サービスを利用するための情報提供 住民の福祉増進他 

主任児童委員 児童福祉関係機関・施設等との連携 援助活動他 

米子市人権教育 

地区推進員 

地区人権教育推進協議会より2名推薦 米子市長が委嘱（人権政策課）  

任期2年（令和4年4月～令和6年3月）  

推進員研修講座の受講 地域懇談会の協力 その他研修会、講演会への参加 

米子市少年指導委員 

地区青少年育成会より2名、民生児童委員より1名推薦し 

米子市長が委嘱（子育て支援課） 

任期2年（令和４年6月～令和６年5月） 

青少年の健全育成活動の推進 

米子市スポーツ推進員 

地区より2名（男女各１名）推薦し米子市教育長が委嘱（スポーツ振興課） 

任期2年（令和3年4月～令和5年3月） 

市の行うスポーツ事業の企画立案、連絡調整、スポーツ指導、地区体育行事指導協力 

米子市交通安全指導員 

校区自治連合会より2名推薦し米子市長が委嘱（生活年金課） 

任期2年（令和3年4月～令和5年3月） 

交通安全運動の推進 安全意識の向上に努める 

その他各種団体 

彦名地区環境をよくする会 彦名校区人権教育推進協議会 彦名地区社会福祉協議会 

彦名校区防犯協議会 交通安全協会彦名支部 彦名校区青少年育成会 

交通安全えがおの会 子ども会連合会 

 

 

「子どもは未来である」                 

 ～自立を促し共生社会に生きる力を育む～ 弓ヶ浜中学校です 

今月のトピックス 【日常的な学校の様子は弓ヶ浜中学校のホームページにも掲載しています】   202２年2月  

～ コミュニティ・スクール（CS）に向けて ～ 

 先月のトピックスでは、「GIGAスクール構想」について取り上げました。現在、弓ヶ浜中学校ではどのように進んでいる 

のか、どんな課題があるのかなどをご説明いたしました。 

 今回は「コミュニティ・スクール（CS）」についてお話いたします。以前から小中高の学校には、国の法律に基づき教育 

委員会より委嘱された「学校評議員」の会があります。子どもたちの見守りに関わる地域の方や現役/OBの保護者や教育関 

係者の皆様５名程で組織されています。５月には、本校の教育の方針や現状について、授業を参観した上でご意見をいただ 

いております。２月には、子どもと保護者、教職員への教育に関するアンケートの結果を分析と共にお示しをして意見交換 

を図っています。併せて授業参観も行ない、５月との比較から子どもたち個々の成長や集団としてのまとまりの評価もいた 

だいております。 

現在、全国の動向を見ますとこの「学校評議員制度」から「学校運営協議会制度」へと移行して、より積極的に地域と学校 

の協働を高める学校が増えてきています。この制度を導入した学校がいわゆる「コミュニティ・スクール(CS)」と言われて 

います。米子市教育委員会では、淀江中学校区と尚徳中学校区をモデル校区として先行実施を行いました。令和４年度以降 

は、他の中学校区も準備を進めていき、令和５年１月のスタートをめざしています。 

 

「学校運営協議会」って？ 

 学校評議員会と同様に、子どもたちの見守りに関わる地域の方や現役/OBの保護者や教育関係者だけでなく、学校教育と 

地域活動のニーズに理解があり、一定の経験や関わりがある方々を加えて１０名前後で組織する予定です。学校運営の基本 

方針の承認や地域と学校の協働活動の企画などを協議します。また地域から「コーディネーター」と呼ばれる方を委嘱して、 

「学校運営協議会」で諮られた地域と学校の協働活動の推進役を担っていただきます。 

 

「地域と学校の協働活動」って？ 

今までもやってきている活動としては、富益/夜見/彦名ともに「あいさつ運 

動」、地区運動会役員ボランティア、公民館祭への作品参加とボランティアなど 

があります。 

 体験学習において、ゲストティーチャーとしてお世話になっているのは、吾 

亦紅さんとの交流、弓浜絣の伝統文化体験などです。 

地域の思いと学校で学ぶ子どもたちのねらいや課題がマッチした「Win Win」 

な活動です。持続可能な活動にするためには双方のマッチングが不可欠です。 

コミュニティ・スクール（CS）として今後、弓ヶ浜中学校は次のような学校を 

めざしていきたいです。 

 

 

 

 

○この項に関して、ご意見、ご質問などがございましたら、 

２８－９３１４（弓ヶ浜中学校）までお電話ください。Eメールはyumiga-j@mailk.torikyo.ed.jpへお願いします。 

 

 

《彦名わんぱくCLUB》 

日 時 毎月第４木曜日 10:15～11:30 
場 所 彦名公民館  

※はじめて参加する方は事前に公民館までご連絡下さい。  

彦名公民館 ℡29-0536  ≪彦名地区主任児童委員≫ 

 

 

 

0才～3･4才の保育園や幼稚園に通っていない子どもたちと保護者の方の子育てサークルです。 

 

 

○生徒が学び合い、ともに成長できる学校 

○生徒の成長が家庭・地域に活かされる学校 

○家庭・地域が生徒を見守り、支える学校 

 

子育てサークルのご案内 
 

 

《弓ヶ浜子育て支援センター》 
弓ヶ浜子育て支援センターの先生と一緒に遊

びましょう（事前に予約が必要です） 

問合せ 弓ヶ浜子育て支援センター 

         ℡28-8860 

地域の方が毎月「あいさつ運動」に来て 
子どもたちにあいさつをして下さいます。 

 

郷土学習で弓浜絣の体験を行なっている 

 

公 民 館 ・ 各 種 団 体 等 主 な 役 員 ・ 役 職 

mailto:Eメールはyumiga-j@mailk.torikyo.ed.jp

